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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、リノベーションマンションの企画・販売を軸に、不動産仲介、不動産投資コンサルティング、不動産賃貸管理、不動産運用マネジメント、
金融コンサルティング等に事業展開しており、グループ経営管理機能の高度化を図る体制として、持株会社体制を採用しております。グループ全
体の経営監視機能を充実し、経営の公正性・透明性を確保することによって、利害関係者と長期間継続して良好な関係を築くことが、企業経営に
おいて必要不可欠であると認識しております。そのために、組織体制の整備だけでなく、コンプライアンスの意識向上及びリスク管理を強化して経
営にあたることを基本方針としてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２④　議決権の電子行使のための環境整備】

　今後の株主構成の動向等を踏まえ、議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳を検討いたします。

【原則４－11　取締役会・監査役会の実効性担保のための前提条件】

　当社の取締役会は、現在、取締役４名（監査等委員である取締役３名を含む。）で構成されており、少人数による議論が可能な体制を維持しつ
つ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言及び実効性の高い監督など
コーポレートガバナンスの充実に資することのできる社外取締役を選任する等、専門知識や異なるバックグラウンド・経験等を考慮した構成として
おります。

　現在、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役はそれぞれ、当社の経営課題への対応に必要な資質と多様性を備えてお
り、取締役会における独立社外取締役の人数比率は４分の３となっていることから、独立性と客観性を確保できる体制であると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

　当社は、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。

　なお、上場株式の保有に際しては、取締役会において保有する上での中長期的な経済合理性や事業戦略上の重要性、取引先や業務提携先と
の総合的な関係の維持・強化の観点から保有効果等を総合的に検証し、政策的に必要であると判断した場合以外は、政策保有株式は保有しな
い方針であります。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社は、取締役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会の決議事項と定めており、独立役員を含む取締役会であらかじめ重要な
事実を開示した上で審議いたします。また、定期的に関連当事者と当社との取引有無について確認しております。

　なお、取引が生じた際は、関連法令に従い、関連当事者取引として開示書類に適切に記載いたします。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、企業年金を実施しておりません。

　企業年金を実施する場合には、企業年金のアセットオーナーとして期待される役割を認識した上で、責任ある行動に取組んでまいります。

【原則３－１ 情報開示の充実】

(1) 会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　有価証券報告書、決算説明資料や会社Webサイトを通じて開示してまいります。

(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書「Ⅰ．１．基本的な考え方」をご参照ください。

(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株式価値の増大へ向けて持続的な企業成長を実現することに
対する健全なインセンティブとして機能するよう、その役割・責務を勘案しつつ、固定報酬と株式報酬の割合を適切に設定することを方針としており
ます。

　コーポレートガバナンス強化の観点から、役員の報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬
委員会を設置しております。その委員は取締役会が選定しており、議長は社外取締役が務めております。役員の報酬は、指名報酬委員会の審議
を経た上で取締役会に答申され、決定しております。

(4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　知識、経験、能力、健康等を総合的に判断し、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針としております。取締役候補者は、取締役会に
おいて審議のうえ、株主総会に上程しております。

(5) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　取締役候補者の個々の選解任理由については、株主総会招集通知に記載してまいります。また、任期中の取締役の解任理由については、発生
した場合は速やかに開示いたします。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、社外取締役の選任にあたって、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識ならびにその職務に相応しい人格を有する方を



社外取締役候補者に指名しています。

　また、東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、経営に対する監督機能の向上に貢献いただける方を独立役員として届け出ております。

【補充原則４－１１① 取締役会のバランス・多様性及び規模に関する考え方】

　取締役の人事に関しては、取締役がその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、多様性と適正規模
を両立させる形で構成されることを基本方針としており、任意の諮問委員会として指名・報酬委員会を設置しております。

　また、定款において取締役会の員数を11名以内(うち監査等委員４名以内)としています。

　現在、当社取締役会は、４名で構成されており、そのうち３名が独立社外取締役となります。

　当社独立社外取締役３名の内訳は、行政機関出身・学識経験者１名、公認会計士１名、経営実務家１名で、それぞれの分野で見識があり、当社
の経営に多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができる体制となっています。

【補充原則４－１１②　取締役の兼務状況】

　取締役（社外取締役を除く）は、会社の承認を得ないでグループ外の会社の役員または使用人になってはならず、また社外取締役においても、
兼職の範囲は合理的な範囲にとどめるものとしております。なお、重要な兼職の状況については、株主総会招集通知にて開示してまいります。

【補充原則４－１１③　取締役会の実効性評価】

　取締役会の全体評価として、年に１回、社外取締役を含む全取締役を対象に匿名でのアンケートを実施し、その結果を取締役会において確認し
てまいります。

【補充原則４－１４②　取締役のトレーニングの方針】

　取締役は、社内での制度改正等についての適時の研修や情報提供だけでなく、外部組織（信託銀行、監査法人、財務会計基準機構、監査役協
会、金融商品取引所等）を通じ、研修への参加や情報入手を行っております。

　また、社外取締役は、専門分野での知識・経験等により、経営やコーポレートガバナンスに関する一定の知識を有していることから、就任時のガ
イダンスや、当社物件見学、社内会議への参加等を通じ、当社グループの業務に対する理解を深めることを中心にトレーニングを実施します。

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、企業価値の持続的な向上に向け、株主・投資家と対話を積極的に行い、長期的な信頼関係を確保していきたいと考えています。株主・投
資家との対話については、訪問、来社、電話や電子メール等、社長室が統括して必要な部署との連携を図り、対応します。また、個別面談につい
ては、社長、社長室長等が対応します。

当社では、建設的な対話の前提として、以下のような取組みを実施しております。

・ 個人投資家向け説明会の実施

・ 機関投資家向け決算説明会（年２回）や機関投資家訪問の実施

・ 決算・会社説明会資料等のウェブサイトでの提供

・ 当社ウェブサイトを通じた投資家意見の収集

　対話を通じて得られた意見等については、経営判断に役立てるよう取締役会に報告します。

　会社情報の開示は、IRポリシーに則り、迅速性、正確性及び公平性を旨として行います。特にインサイダー取引規制に抵触する行為は、金融商
品市場全体の信頼性を著しく損なうことを強く認識し、情報漏えい等が生じないよう情報管理を徹底します。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

水永　政志 4,825,400 26.47

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,487,700 13.64

田口　弘 1,800,000 9.87

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,161,600 6.37

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 506,000 2.77

JP MORGAN CHASE BANK 380646 372,700 2.04

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 359,400 1.97

BBH/SUMITOMO MITSUI TRUST （UK）LIMITED FOR SMT TRUSTEES（IRELAND）LIMITED FOR

JAPAN SMALL CAP FUND CLT AC
322,400 1.76

KIA FUND 136 282,421 1.54

GOVERNMENT OF NORWAY 238,600 1.30

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性



上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 11 月

業種 不動産業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 11 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 4 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

小滝　一彦 学者

小坂　義人 公認会計士

矢野　裕史 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小滝　一彦 ○ ○ ―――

小滝一彦氏は、経済産業省や金融庁での豊富
な経験と、大学教授としての幅広い見識をもと
に、専門的な見地から経営監視が可能であり、
かつ、当社との関係において、取引所が規定
する項目に該当するものはなく、同氏と一般株
主との間に利益相反が生じる恐れがないと判
断しております。

小坂　義人 ○ ○ ―――

小坂義人氏は、公認会計士として、その監査経
験及び企業会計に関する豊富な見識を活かす
ことが可能であり、かつ、当社との関係におい
て、取引所が規定する項目に該当するものは
なく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じ
る恐れがないと判断しております。



矢野　裕史 ○ ○ ―――

矢野裕史氏は、株式会社大成ＣＩの代表取締役
社長を務めており、企業経営の豊富な経験や
実績があり、その幅広い見識を活かして当社
の経営を客観的及び中立的な立場から評価、
監視していただくためであり、かつ、当社との関
係において、取引所が規定する項目に該当す
るものはなく、同氏と一般株主との間に利益相
反が生じる恐れがないと判断しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員の職務を補助する組織は内部監査部門とし、監査等委員の求めに応じて必要な人員を配置することとします。　

　当該使用人の人事異動・評価等に関しては、あらかじめ監査等委員会に相談し、意見を求めることとしております。

　また、監査等委員会から必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいて、取締役の指揮命令は受けないものとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員３名全員が社外取締役（公認会計士１名を含む）であります。監査等委員は適正な経営活動の確保を目的とした取締役会、重要な
会議への出席、関連資料の閲覧及び部門長への質問等を通じて、取締役の業務執行の監督を行っております。

　また、内部監査は、社長室（１名）が担当しております。内部監査計画に基づき、各部署に対して業務監査等を実施し、監査終了後に内部監査報
告書を代表取締役社長に提出して、適宜業務の改善を図っております。

　内部監査部門、監査等委員及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くことが可能な体制をとり、随時情報交換を行って相互連携を図っており
ます。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 4 1 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 4 1 1 3 0 0
社外取
締役

補足説明

　当社は指名委員会及び報酬委員会に相当する任意の委員会として、指名報酬委員会を設置しております。同委員会は取締役候補者案、取締
役報酬案を審議し、取締役候補者の推薦及び取締役（監査等委員を除く）報酬に対する意見等を取締役会に対し、また取締役（監査等委員）の報
酬に対する意見等を監査等委員会に答申いたします。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名



その他独立役員に関する事項

　当社は独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する

施策の実施状況
ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

　当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株式価値の増大へ向けて持続的な企業成長を実現することに
対する健全なインセンティブとして機能するよう、その役割・責務を勘案しつつ、固定報酬と株式報酬型のストック・オプション（新株予約権）により
構成されています。株式報酬型のストック・オプションについては、中長期的な業績向上及び企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること
を目的として、主に退職慰労金の支給に代わるものとして導入しております。

　なお、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指す事を目的として、業績達成条件を付与した有償の新株予約権を発行しておりま
す。業績達成条件を付した有償の新株予約権は、新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償で発行するものであり、その
払込金額は新株予約権を引き受ける者にとって有利な金額ではないことから、報酬には該当しておりません。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

　当社グループの役員及び従業員のモチベーションの向上及び優秀な人材の確保のためストックオプションの付与を行っております。各人への付
与数に関しては、当社への貢献度や今後の職責・期待を勘案しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別開示はしておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株式価値の増大へ向けて持続的な企業成長を実現することに
対する健全なインセンティブとして機能するよう、その役割・責務を勘案しつつ、固定報酬と株式報酬の割合を適切に設定することを方針としており
ます。

　当社の役員の報酬等の限度額に関しては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2019年５月24日の臨時株主総会にお
いて、年額金300百万円以内（ただし、使用人分の給与は含まない。）と決議しております。また別枠で、株式報酬型ストック・オプションのための報
酬額として年額金24百万円以内（社外取締役を除く。）と決議しております。

　監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額金60百万円以内と決議しております。

　当社は、コーポレートガバナンス強化の観点から、役員の報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として指
名報酬委員会を設置しております。その委員は取締役会が選定しており、議長は社外取締役が務めております。役員の報酬は、指名報酬委員会
の審議を経た上で取締役会に答申され、決定しております。

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、固定報酬と株式報酬型のストック・オプション（新株予約権）により構成されていま
す。株式報酬型のストック・オプションについては、中長期的な業績向上及び企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、
主に退職慰労金の支給に代わるものとして導入しております。

　取締役（監査等委員）の報酬につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。

　なお、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指す事を目的として、業績達成条件を付与した有償の新株予約権を発行しておりま
す。業績達成条件を付した有償の新株予約権は、新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償で発行するものであり、その
払込金額は新株予約権を引き受ける者にとって有利な金額ではないことから、報酬には該当しておりません。

【社外取締役のサポート体制】

　監査等委員の職務を補助する組織は内部監査部門とし、監査等委員の求めに応じて必要な人員を配置することとします。

　社外取締役（全員が監査等委員）は、取締役会に関する資料の事前配布や監査等委員の活動報告を実施し、重要な事項に関して意見交換や
現状報告を行う等、充分な情報提供を行っております。また、取締役会、監査等委員会への出席を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監
査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築する等、充分な情報提供やサポートを行っておりま
す。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

・ 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名、監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）を

選任しております。

・ グループの各事業子会社に対する責任と権限の委譲により各社の専門性・自律性をより高める一方、経営の監督と執行の分離を図り、持株会

社である当社はグループの監督に注力します。

・ 取締役会は、下記の議長及び構成員の計４名で構成されており、経営方針・経営戦略等当社の経営に関わる重要事項の審議を行うとともに、

取締役の職務の執行の監督を行います。

議長：代表取締役社長　水永 政志

構成員：取締役（監査等委員）小滝 一彦、取締役（監査等委員）小坂 義人、取締役（監査等委員）矢野 裕史

・ 当社は、経営と執行の分離の観点から執行役員制度を導入しており、執行役員は執行役員規程に基づき各部門の業務を執行します。執行役

員は、明石 圭市、長谷 学の２名であります。

・ 監査等委員会は、下記の委員長及び構成員の計３名で構成されており、監査等委員会で定めた監査の方針、職務の分担に従い、取締役の業

務執行の監督を行っております。

委員長：監査等委員　小滝 一彦

構成員：監査等委員　小坂 義人、監査等委員　矢野 裕史

・指名報酬委員会は、下記の委員長及び構成員の計４名で構成されており、当社及びグループ子会社の取締役候補者・執行役員候補者の選任
等について取締役会に答申を行うとともに、当社及びグループ子会社の取締役の報酬の決定について取締役会に答申を行っております。

委員長：取締役（監査等委員）小滝 一彦

構成員：代表取締役社長　水永 政志、取締役（監査等委員）小坂 義人、取締役（監査等委員）矢野 裕史

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、2019年６月１日に経営の監督と執行の分離を図り、グループ経営管理機能を高度化するために、持株会社体制へと移行しております。

　持株会社である当社は、グループの戦略立案及びグループ経営管理・監督を行い、グループの各事業子会社に権限と責任を委譲することによ
り、最適な業務執行を目指すとともに、持株会社である当社の監査等委員が経営の意思決定に加わることによって監査・監督機能が強化され、
コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実が図れるものと判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 発送に先立ち、金融商品取引所及び当社ウェブサイトを通じた通知を行っております。

集中日を回避した株主総会の設定 当社は11月決算であり、株主総会開催集中日は回避されていると考えております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ウェブサイトにおいて、作成・公表しております。　

個人投資家向けに定期的説明会を開催
適宜、個人投資家向けに説明会を開催し、決算情報その他を説明する予定で
す。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期に一度決算説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社ウェブサイトにおいて財務諸表だけではなく決算説明資料等IR資料を掲
載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 社長室においてIRを行っており、専用窓口（Tel、E-mail）を設けております。

その他 英文HP、IR資料の作成を行っております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させる基本方針として、企業行動憲章を定
めております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、業務を適正かつ効率的に推進し、社会的責任を遂行する上で当社の実績に適合した有効な内部統制システムの整備及び運用が不可
欠であるものと認識しております。このため、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、社長室が主体となり、内部統制シ
ステムの運用状況の監視を実施しております。

１．当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　企業行動憲章を制定し、当社及び当社子会社の役職員が法令及び定款を遵守した行動をとるための行動規範を定めております。またその徹底
を図るため、コンプライアンス規程を定めコンプライアンス担当部門及び責任者を置き、当社グループ全体のコンプライアンスの取り組みを横断的
に統括します。コンプライアンス担当部門は、当社及び当社子会社の役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行います。

　当社及び当社子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした対応をします。企業行動憲章に
おいて、基本方針を社内外に宣言し、社内規程を設けて社内体制の整備をします。また、不当要求防止責任者を定め、警視庁と連携するととも
に、社内における教育研修を行います。

　内部監査担当部門は、コンプライアンス担当部門と連携の上、当社及び当社子会社のコンプライアンスの状況を監査し、定期的に取締役会及び
監査等委員会に報告するものとします。

　当社及び当社子会社は、法令順守上疑義のある行為等について、社外の弁護士に直接相談を行う内部通報制度の体制を整備します。

２．取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

　文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下「文書等」という）に記録し、保存します。取締役は、文書管
理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとします。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　リスク管理規程を定め、リスク管理担当部門を置き、リスク管理体制を構築し、リスク管理状況を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告す
るものとします。また、不測の事態が生じた場合は代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、専門家の助言の下、迅速な対応を行なう体
制を整えます。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会を月一回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催します。また、取締役会は、職務権限規程・業務分掌規程等の社内規程により、
職務権限及び意思決定ルールを定め、適正かつ効率的に職務の執行が行なわれる体制を整備します。さらに、業務の運営状況を把握し、その改
善を図るために、内部監査を実施します。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

a．子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社は関係会社管理規程を定め、子会社から定期的に業務執行に関する報告を受けるとともに、定期的な監査を実施する体制を整備します。

　また、当社の取締役、役職員が各子会社の取締役を兼務することにより、相談・報告を適切に行える体制を整備します。

b．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　子会社の業務執行について、当社に適時適切な報告を求めるとともに、関係会社管理規程に定めた重要事項については、当社の取締役会にて
審議を行います。

c．子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　関係会社管理規程に基づき、子会社の管理、組織、権限等を定めるとともに、当社の主管部署を定めて、必要に応じて主管部署と子会社が連
携して、業務執行を行います。

　また、内部監査担当部門が子会社を含めた業務及び財産の状況の監査を行い、各子会社の業務執行の適正性を確保することとしております。

６．監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査等委員の職務を補助する組織は内部監査部門とし、監査等委員の求めに応じて必要な人員を配置することとします。

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　当該使用人の人事異動・評価等に関しては、あらかじめ監査等委員会に相談し、意見を求めることとしております。また、監査等委員会から必要
な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいて、取締役の指揮命令は受けないものとしております。

８．取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

　代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会において随時その担当する業務の執行状況の報告を行ないます。また、取締役及び
使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生しまたは発生する恐れがあるときや、役職員による法令・定款違反または不正な行為を発見し
たときは、監査等委員に報告します。

　また、当社グループは、当社の監査等委員への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対して、当該報告を行ったことを理由として不
利益な取扱いを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底いたします。

９．監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要で
ないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。　

10．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員の過半数は社外取締役とし、監査の透明性を確保します。また、取締役との定期的な意見交換を行い、会計監査人・内部監査担当
部門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図ります。さらに、役職員の監査等委員会に対する理解を深め、監査の環
境を整備するよう努めます。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況



(1) 基本的な考え方

　当社は、反社会的勢力の排除に向けて、会社が反社会的勢力に利益を供与することはもちろん、反社会的勢力と関わること自体、いかなる形で
あっても絶対にあってはならないこと及び役員、社員は社会正義を貫徹し、顧客、市場、社会からの信頼を勝ち得るべく、反社会的勢力の不当な
介入を許すことなく、断固として排除する姿勢を示すことを基本姿勢としております。

(2) 社内体制の整備状況

　当社及び子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした対応をします。企業行動憲章におい
て、基本方針を社内外に宣言し、社内規程を設けて社内体制の整備をします。また、不当要求防止責任者を定め、警視庁と連携するとともに、社
内における教育研修を行います。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――


